
応
募
方
法　

６
月
30
日
㈭

ま
で
に
申
請

書
類
に
必
要

事
項
を
書
い

て
同
課（
生

涯
学
習
セ
ン

タ
ー
内
）

審
査
方
法　

面
談
と
審
査
会
に
よ
る

※
チ
ラ
シ
、
申
請
書
類
は
同
課
ま
た

は
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
入
手
で
き
ま
す
。

募集

不
要
に
な
っ
た
学
生
服
な
ど

制
服
リ
サ
イ
ク
ル
バ
ン
ク

☎
73

４
４
１
１

受
付
日
時　

月
～
金
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）／
午
前
10
時
～
午

後
４
時（
12
月
か
ら
２
月
は
午
後
３

時
30
分
ま
で
）

場
所　

ニ
ュ
ー
ミ
ヤ
コ
ホ
テ
ル
１
階

（
東
武
足
利
市
駅
北
口
）

内
容　

制
服（
中
高
生
）、
ワ
イ
シ
ャ

ツ
、
ブ
ラ
ウ
ス
、
ス
カ
ー
ト
、
運
動

着
、
柔
道
着
、
ラ
ン
ド
セ
ル
な
ど

▼
譲
る
方
＝
無
料
で
提
供
で
き
る
方

→
提
供
品
を
同
バ
ン
ク
へ
持
参

※
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
不
要
で
す
。

▼
譲
っ
て
欲
し
い
方
＝
市
内
の
中

学
・
高
校
に
通
学
し
て
い
る
方
→
同
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バ
ン
ク
へ
来
場

※
目
的
外
利
用
を
防
ぐ
た
め
、
名
前

な
ど
の
申
告
あ
り
。

※
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
程
度
の
負
担
あ
り
。

募集

各

種

自

衛

官

自
衛
隊
足
利
地
域
事
務
所

☎
73

０
２
３
０

募
集
職
種
と
対
象
年
齢

①
航
空
学
生（
海
）＝
18
歳
以
上
23
歳

　

未
満

②
航
空
学
生（
空
）＝
18
歳
以
上
21
歳

　

未
満

③
自
衛
隊
一
般
曹
候
補
生
④
自
衛
官

　

候
補
生
＝
18
歳
以
上
33
歳
未
満

募集
『
わ
た
し
の
学
び
』発
表
者

生
涯
学
習
課
・
☎
㊸
１
３
１
１

　

皆
さ
ん
が
日
頃
実
践
し
て
い
る
学

び
の
成
果
を
社
会
に
活
か
す
た
め
、

そ
の
知
識
や
経
験
を
発
表
す
る
機
会

を
設
け
ま
す
。

発
表
会　

11
・
12
月
中
に
開
催
予
定

※
各
回
１
人
の
発
表
と
な
り
ま
す
。

応
募
資
格　

市
内
在
住
で
生
涯
学
習

に
取
り
組
ん
で
い
る
方

応
募
基
準　

①
自
主
的
な
学
び
の
成

果
を
発
表
す
る
こ
と
で
市
民
の
学
習

の
機
会
と
な
る
も
の
で
②
営
利
目
的
、

特
定
の
政
党
や
宗
教
の
宣
伝
、
公
共

の
福
祉
を
害
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

※
趣
味
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
実
技
指

導
を
伴
う
も
の
も
含
み
ま
す
。

※
①
②
は
５
年
４
月
１
日
時
点
、
③
④

は
採
用
予
定
月
の
末
日
時
点
の
年
齢
。

申
込
期
間　

７
月
１
日
㈮
か
ら

▽
①
②
＝
９
月
８
日
㈭
ま
で

▽
③
＝
９
月
５
日
㈪
ま
で

※
④
は
随
時
受
付
。

申
込
方
法　

願
書
を
同
事
務
所

※
詳
し
く
は
自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力

本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

３年先の新聞を契約していた !?

　特に高齢者の場合、病気などやむを得ない理由
で新聞の購読が続けられなくなる可能性があるの
で、長期契約や『先付け』契約は避けましょう。『３
カ月』との約束で契約期間が白紙の契約書に署名
をしたら勝手に『３年間』と書き込まれた、アン
ケート用紙だと言われて署名をしたら契約書だっ
たなどのトラブル事例もあります。契約の際は契
約期間・内容・販売店名を十分に確認してください。

期間・内容・販売店名の確認を！

消費生活センター・☎ 73１２１１
平日午前９時～午後４時

67

　新聞契約が来月で終わる予定だったが、
別の販売店から再来月から３年間の購読
契約をしていると言われた。そんなに
先の長期の契約をした覚えが無い。

栃木労働局賃金室
　　　　☎０２８・６３４・９１０９

足利労働基準監督署・☎ 41１１８８

　栃木県衣服製造業
最低工賃

　改正日　４年４月２１日㈭

　対象の品目、工程や規格の区分に
より金額が異なります。
詳細は市ホームページ
をご覧ください。

一部改正！
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　各講座、イベントなどにご来場の際は、新型コロナウイルス感染症予防対
策にご協力をお願いいたします。また、延期や中止となる可能性があります。
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①所得制限限度額 　②所得上限限度額
扶養親族

人数
所得額

（万円）
収入額の目安

（万円）
所得額

（万円）
収入額の目安

（万円）
０人 622 833.3 858 1,071
１人 660 875.6 896 1,124
２人 698 917.8 934 1,162
３人 736 960 972 1,200
４人 774 1,002 1,010 1,238
５人 812 1,040 1,048 1,276

こども家庭政策課・☎⑳２１３７児童手当の制度変わります

●毎年６月に提出していた現況届が原則不要に

●特例給付の支給に所得上限限度額を設定

・離婚協議中で配偶者と別居して受給している方
・配偶者からの暴力などで本市に住民登録がなく受給している方
・施設などの受給者（里親の受給者を含む）
・その他、本市から提出の案内があった方

　１０月支給分から、受給者の所得が下記の『所得限度額表』②以上の場合、手当は支給されなくなり
ます。所得が同表①未満の場合は児童手当を支給し、所得が①以上②未満の場合は特例給付（児童１
人当たり月額5,000円）を支給します。
※手当が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて申請が必要となりますのでご注
意ください。
※支給金額については、下記の『支給金額表』のとおりです。

※提出が必要な方には６月上旬頃に書類を郵送しますので、必ず提出してください。
※提出が確認できない場合には、１０月支給分以降の手当を受けられません。
○提出期限　４年６月３０日㈭
○提出方法　同封の返信用封筒で郵送　

ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です

新設

［所得限度額表］

児童の年齢
所得制限限度額

未満の受給者
所得制限限度額を

超えた受給者
所得上限限度額を

超えた受給者
３歳未満 15,000円

5,000円

（特例給付）
支給なし

３歳以上小学校修了前
（第１子・第２子）

10,000円

３歳以上小学校修了前
（第３子以降）

15,000円

中学生（一律） 10,000円

［支給金額表］


